
競争見積説明書 

 

１ 競争見積に付する事項 

公告のとおり。 

 

２ 競争参加資格に関する事項 

公告のとおり。 

 

３ 見積設計条件 

別添「特別仕様書」による。その他、｢畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助対象事業

事務及び補助対象事業費の取扱いについて｣（農林水産省生産局長通知 平成 27 年 2 月 3 日付け

26 生畜第 1677 号制定）第４の補助対象事業費の内容、構成及び積算を参照のこと。 

   

４ 標準見積書等の提出 

競争見積に参加しようとする者は、標準見積書及び関係書類を３（１）アに持参すること。 

 ア 受付日 

   令和 8 年 5 月 7 日（木） 

 イ 受付時間 

   午前 9 時から午後 4 時 30 分まで（正午から午後 1 時までを除く） 

 ウ 方法 

   事前に連絡の上、持参すること。 

 エ 提出書類 

   標準見積書（定価で作成すること）、フローシート、配置図を各１部ずつ 

 オ 期限までに標準見積書及び関係書類を提出していない者は入札に参加することはできない。 

 

５ 競争見積会（入札）の方法等 

（１） 開札日時 

   令和 8 年 5 月 13 日（水） 午前 10 時 

（２） 開札執行場所 

〒441-3492 田原市田原町南番場 30 番地 1 

   田原市役所 302 会議室（北庁舎 3 階） 

（３） 見積書等 

ア 入札当日は、｢見積書（様式第１号）｣に必要事項を記入し、封筒に封入して持参すること。 

イ 封筒表面には「工事名」、「工事場所」を記入し、封筒裏面には入札者の「所在地又は住所」、

「商号又は名称」を記入すること。 

ウ 封筒は、別紙１のとおり使用印により封印すること。（別紙参照） 

エ 代理人による入札を行う者は、入札前に委任状（様式第２号）を提出しなければならない。 



（４） その他 

ア 予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この

場合における入札の回数は初回を合わせて２回を限度とする。 

イ 予定価格の範囲内で入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札候補者と

する。 

ウ 落札候補者の選定にあたっては、見積書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相

当する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てた金額）をもって落札候補者決定価格とするため、入札者は、消費税及び地方消費税に係

る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の

100 に相当する金額を見積書に記載すること。 

エ 入札参加者は、見積書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。入札を

辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。 

(1) 入札執行前にあっては、競争見積辞退届（様式第３号）による競争見積辞退届を３（１）

アに直接持参して行う。 

(2) 入札執行中にあっては、競争見積辞退届又はその旨を明記した見積書を、入札を執行す

る者に直接提出して行う。 

 

６ 落札者の決定方法 

（１） 落札候補者の競争見積参加資格要件を審査し、当該要件を満たしていることが確認できた場

合に、当該落札者とする。 

（２） 落札候補者は、開札日の翌日から起算して 2 日以内（日曜日、土曜日及び休日を除く）に、

事後審査に必要な次に掲げる書類（以下「事後資料」という。）を(ア)から順に並べ、袋とじ、

割り印の上、持参により提出しなければならない。 

   ア 提出場所 

     ３（１）アに同じ 

   イ 受付時間 

     午前 9 時から午前 4 時 30 分まで（正午から午後１時までを除く） 

   ウ 方法 

     事前に連絡の上、持参すること。 

   エ 提出部数 

     1 部 

   オ 提出書類 

   (ア) 事後審査型条件付一般競争見積参加資格確認申請書（様式第４号） 

   (イ) 履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書 

   (ウ) 配置予定技術者の健康保険被保険者証の写し 

   (エ) 国税、県税及び市税の滞納がないことを証明する書類 

   (オ) 入札公告の２（１）カに示した受注実績を証明する書類 

   (カ) 契約に係る指名停止に関する申立書（様式第５号） 



   (キ) 不当事項と指摘された工事等への関係の有無に係る申立書（様式第６号） 

   カ その他 

   (ア) 提出書類に係る費用は、提出者の負担とする。 

   (イ) 提出された書類は申請者に返還しない。また、原則として公表せず、無断で使用するこ

とはしないものとする。 

（３） 落札候補者の事後審査の結果、競争参加資格を有しないことが判明した場合は、適格者が

確認できるまで、次順位の者を新たな落札候補者として事後審査を行うものとする。この場

合は（２）中「開札日」とあるのは、「上位の落札候補者の審査が終了した日」と読み替える

ものとする。 

（４） 事後審査において競争参加資格がないと認められた者は、その理由の説明を求めることが

できる。説明を求めるときは、事後審査型制限付一般競争入札参加資格不適格通知書の通知

を受けた日から起算して 2 日（日曜日、土曜日及び休日を除く）以内に、その旨を記載した

書面を郵送又は持参により提出しなければならない。 

理由は、説明を求められた日から 5 日以内に書面で回答する。 

 

７ 入札保証金 

  入札保証金については免除する。 

 

８ 入札の無効 

（１） 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

  ア 入札参加者の資格を有しない者のした入札 

  イ 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札 

  ウ 入札に際して談合等による不正行為があった入札 

  エ 同一事項の入札に対し、２以上の意思表示をした入札 

  オ 記名及び押印のない入札 

  カ 入札書の記載事項が確認できない入札 

  キ 予定価格の制限の範囲を超えた価格の入札 

（２） 本公告に示す入札参加資格のない者が行った入札、事後資料、標準見積書等の提出書類に

虚偽の記載をした者が行った入札及び不当と認める行為があった者による入札は無効とし、

無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。 

     なお、落札決定時において２に掲げる資格のない者は、入札参加資格のない者に該当する。 

   

９ 契約書作成の要否 

  要（発注者との契約） 

 

１０ 契約保証金 

  契約保証金については、契約時に双方協議のうえ免除することができるものとする。 

 



１１ 支払い条件 

契約時、双方協議の上、決定する。 

 

１２ 不正行為に関する措置 

本件入札に関し、談合、贈賄等の不正な事実が明らかとなったときには、損害賠償を請求する。

また、損害賠償の請求に合わせて本件契約を解除することがある。 

 

１３ その他 

（１） 入札参加者は、公告及び本説明書を熟読し、公正かつ適切に入札すること。 

（２） 事後資料等の記載内容が不明確で本件工事の入札参加資格を確認できない場合には説明を

求めることがある。 

（３） 現場説明会は実施しない。 

（４） ６（２）オ(イ)の「履歴事項全部証明書」又は「現在事項全部証明書」は、発効日が令和 8

年 4 月 1 日以降のものに限る。 

 



別紙（封筒） 

（表） 

 

有限会社ナカダ 代表取締役 中田 行彦 殿 

 

工事名  畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（施設整備事業） 

有限会社ナカダ 縦型発酵機設置工事 

 

工事場所 田原市大草町地内 

 

 

 

見 積 書 在 中 

 

 

 

（裏） 

  

 

 

  

 

 

 

 

見 積 者  住  所 

氏  名               ㊞ 

         （名称及び代表者氏名） 

 

 

 

㊞           ㊞           ㊞ 


